
倉吉市職員の定年等に関する条例等の一部改正等に伴う関係規則の整備等に関する規則をここに公布す

る。

令和５年３月27日

倉吉市長 広田 一恭

倉吉市規則第８号

倉吉市職員の定年等に関する条例等の一部改正等に伴う関係規則の整備等に関する規則

（倉吉市職員の定年等に関する規則の一部改正）

第１条 倉吉市職員の定年等に関する規則（昭和60年倉吉市規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改

正する。

改正後 改正前

（定年に達している者の任用） （定年に達している者の任用）

第２条 職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第28条の４に規定する職員を除く。）の採用は、

採用しようとする者が定年に達しているときは、

行うことができない。ただし、かつて職員として

任用されていた者のうち、引き続き特別職に属す

る地方公務員の職、他の地方公共団体に属する地

方公務員の職その他市長が認める職に就き、引き

続きこれらの職に就いている者の、その者が当該

採用に係る職を占めているものとした場合に定年

退職（条例第２条の規定により退職することをい

う。以下同じ。）をすることとなる日以前におけ

る採用については、この限りでない。

第２条 職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第28条の２第４項に規定する職員を除く。）の採

用は、採用しようとする者が定年に達していると

きは、行うことができない。ただし、かつて職員

として任用されていた者のうち、引き続き特別職

に属する地方公務員の職、他の地方公共団体に属

する地方公務員の職その他市長が認める職に就

き、引き続きこれらの職に就いている者の、その

者が当該採用に係る職を占めているものとした場

合に定年退職（条例第２条の規定により退職する

ことをいう。以下同じ。）をすることとなる日以

前における採用については、この限りでない。

（勤務延長に係る職員の同意） （勤務延長に係る職員の同意）

第３条 略 第３条 略

（定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前

再任用希望者の同意）

第４条 任命権者は、定年前再任用（条例第 12条の

規定により採用することをいう。以下同じ。）を

行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用を

されることを希望する者（以下この条及び次条に

おいて「定年前再任用希望者」という。）に次に

掲げる事項を明示し、その同意を得なければなら

ない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用ま

での間に、明示した事項の内容を変更する場合も、

同様とする。

(１) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(２) 定年前再任用を行う日

(３) 定年前再任用を行う場合の勤務地

(４) 定年前再任用を行う場合の給与



（倉吉市職員の退職管理に関する規則の一部改正）

第２条 倉吉市職員の退職管理に関する規則（平成28年倉吉市規則第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

(５) 定年前再任用を行う場合の１週間当たりの

勤務時間

(６) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必

要と認める事項

（定年前再任用の選考に用いる情報）

第５条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前

再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(１) 勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務

実績

(２) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要と

される経験又は資格の有無その他定年前再任用

を行う職の職務遂行上必要な事項

（辞令又は通知書の交付） （辞令又は通知書の交付）

第６条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなけ

ればならない。ただし、第１号、第５号又は第７

号に該当する場合のうち、辞令又は通知書の交付

によらないことを適当と認める場合は、適当な方

法をもって辞令又は通知書の交付に代えることが

できる。

第４条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなけ

ればならない。ただし、第１号又は第５号に該当

する場合のうち、辞令又は通知書の交付によらな

いことを適当と認める場合は、適当な方法をもっ

て辞令又は通知書の交付に替えることができる。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 定年前再任用を行う場合

(７) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務

職員（条例第12条により任用された職員）が当

然に退職する場合

（職員への周知） （職員への周知）

第７条 略 第５条 略

（報告） （報告）

第８条 任命権者は、毎年５月末日までに、前年度

に定年に達した職員に係る勤務延長及び再任用の

状況を市長に報告しなければならない。

第６条 任命権者は、毎年５月末日までに、前年度

に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長

に報告しなければならない。

（その他） （その他）

第９条 略 第７条 略

改正後 改正前

（任命権者への再就職の届出を要しない場合） （任命権者への再就職の届出を要しない場合）

第14条 条例第３条の規則で定める場合は、次に掲

げる場合とする。

第14条 条例第３条の規則で定める場合は、次に掲

げる場合とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 法第22条の４第１項の規定により職員とし

て採用された場合

(２) 法第28条の４第１項又は第28条の５第１項

の規定により職員として採用された場合



（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正）

第３条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年倉吉市規則第４号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

（倉吉市現業職員の給与に関する規則の一部改正）

第４条 倉吉市現業職員の給与に関する規則（昭和44年倉吉市規則第15号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

（倉吉市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正）

(３) 略 (３) 略

改正後 改正前

第９条の３ 任命権者は、短時間勤務職員（条例第

２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。）

に時間外勤務を命ずる場合には、短時間勤務職員

の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規

の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留

意しなければならない。

第９条の３ 任命権者は、短時間勤務職員（条例第

２条第３項に規定する短時間勤務職員をいう。以

下同じ。）に時間外勤務を命ずる場合には、短時

間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する

職員の正規の勤務時間より短く定められている趣

旨に十分留意しなければならない。

（特別休暇） （特別休暇）

第16条 条例第14条の規則に定める場合は、次の表

の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右

欄に掲げる期間とする。

第16条 条例第14条の規則に定める場合は、次の表

の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右

欄に掲げる期間とする。

１～16 略 １～16 略

17 夏季における盆

等の諸行事、心身の

健康の維持及び増

進又は家庭生活の

充実のため勤務し

ないことが相当で

あると認められる

場合

一の年の６月から10

月までの期間内にお

ける、週休日、条例第

８条の３第１項の規

定により割り振られ

た勤務時間の全部に

ついて時間外勤務代

休時間が指定された

勤務日等、休日及び代

休日を除いて原則と

して連続する３日間

の範囲内の期間

17 夏季における盆

等の諸行事、心身の

健康の維持及び増

進又は家庭生活の

充実のため勤務し

ないことが相当で

あると認められる

場合

一の年の７月から９

月までの期間内にお

ける、週休日、条例第

８条の３第１項の規

定により割り振られ

た勤務時間の全部に

ついて時間外勤務代

休時間が指定された

勤務日等、休日及び代

休日を除いて原則と

して連続する３日間

の範囲内の期間

18～25 略 18～25 略

改正後 改正前

（短時間勤務職員の給料） （短時間勤務職員の給料）

第２条の２ 略 第２条の２ 略

２ 前条の規定にかかわらず、地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員の給料月額について

は、給与条例第４条の２第２項に規定する職員の

例による。

２ 前条の規定にかかわらず、地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第28条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員の給料月額について

は、給与条例第４条の２第２項に規定する職員の

例による。



第５条 倉吉市職員の通勤手当の支給に関する規則（平成16年倉吉市規則第８号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

（倉吉市職員の再任用に関する条例施行規則の廃止）

第６条 倉吉市職員の再任用に関する条例施行規則（平成25年倉吉市規則第24号）は、廃止する。

附 則

（施行期日等）

第１条 この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２条第４項の規定は、公布の日か

ら施行する。

２ この附則において「令和４年定年改正条例」とは、倉吉市職員の定年等に関する条例の一部を改正す

る条例（令和４年倉吉市条例第26号）をいう。

（暫定再任用の取扱い）

第２条 任命権者は、暫定再任用（令和４年定年改正条例附則第３項又は第４項の規定により採用するこ

とをいう。以下同じ。）を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次

に掲げる事項を明示するものとする。

(１) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(２) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(３) 暫定再任用を行う場合の勤務地

(４) 暫定再任用を行う場合の給与

(５) 暫定再任用を行う場合の１週間当たりの勤務時間

(６) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

２ 令和４年定年改正条例附則第３項及び第４項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定す

る者についての次に掲げる情報とする。

(１) 勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(２) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の

職務遂行上必要な事項

３ 任命権者は、次に掲げるいずれかの場合に該当する場合は、職員に辞令又は通知書を交付しなければ

ならない。ただし、第３号に該当する場合で、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認めると

きは、適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に代えることができる。

(１) 暫定再任用を行う場合

(２) 暫定再任用短時間勤務職員（令和４年定年改正条例附則第６項の暫定再任用短時間勤務職員をい

う。次号において同じ。）の任期を更新する場合

(３) 任期の満了により暫定再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

４ 第１項に規定する手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

（倉吉市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う暫定再任用短時間勤務職員についての経過措

置）

第３条 令和４年定年改正条例附則第６項の暫定再任用短時間勤務職員は、第２条の規定による改正後の

倉吉市職員の退職管理に関する規則第14条第２号に掲げる場合のものとして採用された職員とみなす。

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う暫定再任用短時間勤務職員についての経過措

置）

第４条 令和４年定年改正条例附則第６項の暫定再任用短時間勤務職員は、第３条の規定による改正後の

職員の勤務時間、休暇等に関する規則第９条の３の定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

（倉吉市現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う暫定再任用短時間勤務職員についての経過措

置）

改正後 改正前

（育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の

減額）

（育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額）

第８条の２ 略 第８条の２ 略



第５条 令和４年定年改正条例附則第６項の暫定再任用短時間勤務職員は、第４条の規定による改正後の

倉吉市現業職員の給与に関する規則第２条の２第２項の短時間勤務の職を占める職員とみなす。

（倉吉市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う暫定再任用短時間勤務職員についての経

過措置）

第６条 令和４年定年改正条例附則第６項の暫定再任用短時間勤務職員は、第５条の規定による改正後の

倉吉市職員の通勤手当の支給に関する規則第８条の２見出しの定年前再任用短時間勤務職員とみなす。


